
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
九
号

官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
令

内
閣
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
四

十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
こ
の
政
令
を
制
定
す
る
。

（
部
会
）

第
一
条
　
官
民
競
争
入
札
等
監
理
委
員
会
（
以
下
「
委
員

会
」
と
い
う
。
）
は
、
そ
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

部
会
を
置
く
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
部
会
に
属
す
べ
き
委
員
及
び
専
門
委
員
は
、
委
員
長

が
指
名
す
る
。

３
　
部
会
に
、
部
会
長
を
置
き
、
当
該
部
会
に
属
す
る
委

員
の
う
ち
か
ら
委
員
長
が
指
名
す
る
。

４
　
部
会
長
は
、
当
該
部
会
の
事
務
を
掌
理
す
る
。

５
　
部
会
長
に
事
故
が
あ
る
と
き
は
、
当
該
部
会
に
属
す

る
委
員
の
う
ち
か
ら
部
会
長
が
あ
ら
か
じ
め
指
名
す
る

者
が
、
そ
の
職
務
を
代
理
す
る
。

（
議
事
）

第
二
条
　
委
員
会
は
、
委
員
の
過
半
数
が
出
席
し
な
け
れ

ば
、
会
議
を
開
き
、
議
決
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

２
　
委
員
会
の
議
事
は
、
出
席
し
た
委
員
の
過
半
数
で
決

し
、
可
否
同
数
の
と
き
は
、
委
員
長
の
決
す
る
と
こ
ろ

に
よ
る
。

３
　
前
二
項
の
規
定
は
、
部
会
の
議
事
に
つ
い
て
準
用
す

る
。

４
　
委
員
は
、
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改

革
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
の
規
定

に
よ
り
委
員
会
の
権
限
に
属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う

ち
、
自
己
、
配
偶
者
、
四
親
等
以
内
の
血
族
若
し
く
は

三
親
等
以
内
の
姻
族
又
は
こ
れ
ら
の
者
が
特
定
支
配
関

係
（
競
争
の
導
入
に
よ
る
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
改
革
に
関

す
る
法
律
施
行
令
（
平
成
十
八
年
政
令
第
二
百
二
十
八

号
）
第
三
条
の
特
定
支
配
関
係
を
い
う
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
を
有
す
る
者
の
利
害
に
関
係
す
る
事
項
に

つ
い
て
の
審
議
及
び
議
決
に
関
与
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。

５
　
専
門
委
員
は
、
法
の
規
定
に
よ
り
委
員
会
の
権
限
に

属
さ
せ
ら
れ
た
事
項
の
う
ち
、
自
己
、
配
偶
者
、
四
親

等
以
内
の
血
族
若
し
く
は
三
親
等
以
内
の
姻
族
又
は
こ

れ
ら
の
者
が
特
定
支
配
関
係
を
有
す
る
者
の
利
害
に
関

係
す
る
事
項
に
つ
い
て
の
審
議
に
関
与
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
。

（
資
料
の
提
出
等
の
要
求
）

第
三
条
　
委
員
会
は
、
そ
の
所
掌
事
務
を
遂
行
す
る
た
め

必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
関
係
行
政
機
関
の
長

に
対
し
、
資
料
の
提
出
、
意
見
の
開
陳
、
説
明
そ
の
他

必
要
な
協
力
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
事
務
局
長
）

第
四
条
　
委
員
会
の
事
務
局
長
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職

を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充
て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。

（
参
事
官
）

第
五
条
　
委
員
会
の
事
務
局
に
、
参
事
官
四
人
（
う
ち
三

人
は
、
関
係
の
あ
る
他
の
職
を
占
め
る
者
を
も
っ
て
充

て
ら
れ
る
も
の
と
す
る
。
）
を
置
く
。

２
　
参
事
官
は
、
命
を
受
け
て
、
局
務
を
分
掌
し
、
又
は

局
務
に
関
す
る
重
要
事
項
の
調
査
審
議
に
参
画
す
る
。

（
事
務
局
の
内
部
組
織
の
細
目
）

第
六
条
　
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
の
事

務
局
の
内
部
組
織
の
細
目
は
、
総
務
省
令
で
定
め
る
。

（
委
員
会
の
運
営
）

第
七
条
　
こ
の
政
令
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
事
の
手

続
そ
の
他
委
員
会
の
運
営
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
委

員
長
が
委
員
会
に
諮
っ
て
定
め
る
。

附
　
則

こ
の
政
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
七
月

七
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
二
八
年
三
月
三
一
日
政
令
第
一

〇
三
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

１
　
こ
の
政
令
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

（
内
閣
府
令
の
効
力
に
関
す
る
経
過
措
置
）

２
　
こ
の
政
令
の
施
行
の
際
現
に
効
力
を
有
す
る
内
閣
府

令
で
、
第
二
十
八
条
（
第
一
号
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
情
報
公
開
・
個
人
情
報
保
護

審
査
会
設
置
法
施
行
令
又
は
同
条
（
第
二
号
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
官
民
競
争
入

札
等
監
理
委
員
会
令
の
規
定
に
よ
り
総
務
省
令
で
定
め

る
べ
き
事
項
を
定
め
て
い
る
も
の
は
、
こ
の
政
令
の
施

行
後
は
、
総
務
省
令
と
し
て
の
効
力
を
有
す
る
も
の
と

す
る
。
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